
 

 

地域の会前回定例会以降の動き 

 

 

令和６年７月３日 

新潟県防災局原子力安全対策課 

 

 

１ 安全協定に基づく状況確認 

（１）６月14日、柏崎市、刈羽村とともに、発電所の月例の状況確認を実施しました。 

〔主な確認内容〕 

○ ７号機タービン建屋オペレーティングフロア（２階）において発生したリフトポ 

 ンプ※計器ラックからの油漏れについて原因の調査状況や再発防止対策について説 

明を受けるとともに現場確認を行いました。 

※タービン軸受の油膜切れ防止のため、高圧の潤滑油をタービン軸受底部に供給し、 

タービン軸を浮き上がらせる設備。 

○ ６号機廃棄物処理建屋（管理区域）における水たまりの原因の調査状況について 

説明を受けました。 

○ ４号機熱交換器建屋地下２階（非管理区域）で発生した鉄イオン供給装置からの 

海水漏えいについて、原因の調査状況の説明を受けました。 

 

 

２ 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の徹底及び実効性のある原子力防災対策の構 

築等に関する国への要望 

６月６日、伊藤内閣府特命担当大臣（原子力防災）及び片山原子力規制庁長官に対し、

また６月13日、齋藤経済産業大臣に対し、花角知事が柏崎刈羽原子力発電所における安

全対策の徹底及び実効性のある原子力防災対策の構築等に関する要望を行いました。 

 

 

３ その他 

６月20日：報道発表[柏崎刈羽原子力発電所に係る国の取り組みについて、国が県民の 

皆さまへ説明します] 

  ７月３日：報道発表[原子力災害を想定した航空機避難訓練・船舶避難訓練を実施しま 

す] 
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昨年 12 月、原子力規制委員会は、柏崎刈羽原子力発電所における核

燃料の移動禁止命令を解除し、東京電力の適格性判断の結論を変更す

る理由はないと判断しました。 

また、今年３月には、経済産業大臣から、柏崎刈羽原子力発電所の再

稼働に向けた理解要請を受けたところです。 

一方、東京電力福島第一原子力発電所事故によって県民の間に原子

力発電の安全性に対する不安感がある中、令和３年に発覚した柏崎刈

羽原子力発電所における核物質防護に関する不祥事をはじめ数多くの

不適切な事案の発生により、今もなお東京電力に対する県民の信頼は

大きく損なわれています。 

こうした中、令和４年 12 月の豪雪では、国道８号で 38 時間に及ぶ

車両滞留や通行止めが発生し災害救助法が適用されるなど、雪害との

複合災害時における避難の実効性が問われています。 

加えて、令和６年能登半島地震では、家屋の倒壊やライフライン、道

路の損壊が発生し、地震との複合災害時における屋内退避や避難の実

効性に対する県民の関心は高まっており、新潟県議会においても、自

然災害と原子力災害との複合災害時における現実的な避難方法等の検

討を求める意見書などが全会一致で可決されています。 

このように、柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の徹底、より実効性

のある原子力防災対策の構築等、課題は多岐にわたっております。 

これらの課題については、国策として原子力発電を進めてきた国の

責任において、適切に対応されるよう求めます。 

なお、本要望は現時点における課題に対し対応されるよう求めるも

のです。 

今後、令和６年能登半島地震なども踏まえ、新たな知見や課題が明

らかになった際には改めて対応を求めていきます。 

 

  



Ⅰ 国が前面に立った取組 

１ 県民理解への取組 

国として柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を進めていくのであれ

ば、柏崎刈羽原子力発電所の安全性や再稼働の必要性について、国

の責任において、県民の信頼が得られるまで十分かつ分かりやす

く丁寧に説明を行うこと。 

（経済産業省） 

（原子力規制委員会） 

（内閣府（原子力防災担当）） 

 

２ 事業者に対する指導・監督の強化 

柏崎刈羽原子力発電所を運営する事業者に対する県民の信頼を

得るため、国が前面に立って、県民から信頼される運営体制を構築

すること。 

また、東京電力に対する原子力規制検査については、セーフティ

とセキュリティの両面から厳格に行うこと。 

（経済産業省） 

（原子力規制委員会） 



Ⅱ 避難対策の実効性向上等 

１ 原子力災害時の住民避難を円滑にするための避難路の整備等 

原子力災害時に柏崎刈羽原子力発電所を中心として６方向※へ

放射状にＵＰＺ外まで避難する経路をはじめ、避難の性質上、安

全に避難できると考えられる地点までの経路について、関係市町

村からの要望も踏まえながら、安全かつ円滑に避難するために必

要な道路整備等を地方負担を求めずに確実に実施すること。 

また、避難路の整備等の促進に向けた国と県の協議の枠組を創

設すること。 

※ 新潟方向、長岡･三条方向、小千谷･魚沼方向、十日町・湯沢方向、十日町(松代･ 

松之山)方向、上越方向 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（経済産業省） 

（財務省） 

２ 除排雪体制の強化 

県内全域が豪雪地帯である本県では、特に、冬季に安全かつ円

滑に避難ができる環境の整備が重要であり、対策の強化は不可欠

である。 

こうした本県の状況を踏まえ、冬季に原子力災害が発生した場

合の避難路の除排雪・監視体制について、関係省庁の連携や、高速

道路と国直轄管理道路の管理者間の連携や体制の強化等、具体的

な対策を確立すること。 

また、短期集中降雪にあっても迅速な避難が可能となるよう、

地方自治体が管理する道路における除雪車両の増台や必要な箇所

への消雪パイプなどの消融雪施設や監視カメラ等、除排雪・監視

体制の強化に必要となる対策について、地方負担を求めず確実に

実施すること。 

加えて、民間事業者による対応が困難となった場合に備え、実

動組織による支援体制を構築すること。 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（経済産業省） 

（国土交通省） 

（財務省） 



３ 放射線防護対策を施した屋内退避施設（シェルター）整備の強化 

令和６年能登半島地震において家屋の倒壊等により住民が避難

や自宅に留まることが困難となるケースが発生したことなどを踏

まえ、自宅以外で屋内退避が一定期間継続可能な施設（シェルタ

ー）の設置を促進する必要がある。 

現在、放射線防護対策事業は、原発から半径約 10km までの要配

慮者等が屋内退避する施設及び半径約 10～30km は災害時に孤立

するおそれのある地域に限定されているが、原子力災害対策重点

区域内全域で一般住民も含め屋内退避する施設が整備できるよう

対象範囲を拡大すること。 

併せて、屋内退避を一定期間継続できるよう、空調対策や耐震

化等の整備も補助対象にするとともに、維持管理についても責任

を持って対応すること。 

また、固定資産税が課税されている法人が所有する介護施設等

が放射線防護設備を設置した場合、固定資産税負担額が増大する

ことが課題となっていることから、負担が生じないようにするこ

と。 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（財務省） 

  



４ 令和６年能登半島地震も踏まえた屋内退避の運用の見直しと緊

急時対応の取りまとめ 

現在、原子力規制委員会が屋内退避の運用の見直し議論を行っ

ているが、その議論においては、令和６年能登半島地震において、

家屋の倒壊やライフラインの途絶等が発生し住民が避難や自宅に

留まることが困難であったことや、屋内退避を指示されたＵＰＺ

内住民のうち一定数は自主避難を開始するのではないかといった

指摘があることなども踏まえ、より現実的な避難の考え方に基づ

いた検討を行い、対策を講ずること。 

また、屋内退避の開始時期や対象範囲の運用などに変更があれ

ば、県や市町村の避難計画等にも影響があるため、原子力規制委員

会による見直し議論を待って緊急時対応を取りまとめること。 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（原子力規制委員会） 

 

５ ＩＣＴを活用した円滑な避難方法の構築 

原子力災害時に、国が住民に対して的確な情報を一元的に伝え

るための仕組みが無いことから、原子力災害時の円滑な避難のた

め、国の責任において、ＩＣＴを活用し、原子力発電所の状況や住

民へ避難指示の内容等が的確に伝わるよう必要な対策を講じるこ

と。 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（原子力規制委員会） 

 

６ 資機材整備等の充実 

屋内退避中の食料等の備蓄や避難のための住民向け資機材の配

備など、自治体が地域特性等を踏まえて実施する防災対策の経費

について、国において確実に財政措置をすること。 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（経済産業省） 

（財務省） 



７ 放射線モニタリング体制の維持強化 

県が実施している放射線モニタリングに必要な資機材の整備及

び維持管理に要する経費について、陸域面積が広く人口が多い等、

本県の実態に即して確実に財政措置等を行うこと。 

また、県内に航空機モニタリング機器を常備するなど、国として 

も本県のモニタリング体制を強化すること。 

（原子力規制委員会） 

（財務省） 

 

８ 原子力災害医療体制の強化 

（１）原子力災害時に入院患者をＵＰＺ外に避難させる必要が生じ

た場合の患者搬送の担い手が定められていないため、明確にす

ること。 

（原子力規制委員会） 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（厚生労働省） 

 

（２）放射性物質の放出状況によっては、ＵＰＺ外についてもＵＰＺ

内と同様の防護措置をとることが原子力災害対策指針に定めら

れていることから、安定ヨウ素剤の配布及び備蓄などの防護措

置について、ＵＰＺ内外に関わらず、国による配置人員確保や財

政的支援など必要な支援を行うこと。 

（原子力規制委員会） 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（財務省） 

  



９ 原子力施設に対する武力攻撃事態等への対処 

原子力施設への武力攻撃などが懸念されるような事態となった

場合には、国民保護法に基づき、原子力事業者に対し運転停止を命

ずるなど、迅速に対応すること。 

その際、実効性のある対策が迅速に講じられるよう、平時から緊

急時に備えた体制の構築に万全を期すこと。 

（内閣官房（事態対処・危機管理担当）） 

（内閣府（原子力防災担当）） 

（総務省消防庁） 

（警察庁） 

（海上保安庁） 

（原子力規制委員会） 

（防衛省） 

 

10 原子力災害対策重点区域への適切な対応等 

現行の電源三法交付金制度については、福島第一原子力発電所

の事故以降、防災対策が必要となる原子力災害対策重点区域が拡

大されたにもかかわらず、電源立地地域対策交付金等の交付対象

地域の見直しがなされていない。 

また、本県は柏崎刈羽原子力発電所が発電する電力の供給を受

けていない。 

このような中で、拡大された地域は防災対策の強化を求められ、

地域の負担のみが増している。 

こうした本県の実情を踏まえ、既存の交付対象地域に対する交

付水準は維持した上で、拡大された原子力災害対策重点区域を新

たに交付対象地域とするなど、整合性・公平性の観点から原子力災

害対策重点区域内の全ての地域を対象とした適切な制度に見直す

こと。 

（経済産業省） 

（財務省） 



 

新潟県報道資料 

令和６年６月 20 日 
原子力安全対策課 

 

柏崎刈羽原子力発電所に係る国の取組みについて、国が県民の皆様へ説明します 

 
先般、資源エネルギー庁から県に対して、柏崎刈羽原子力発電所に係る国の取組みについ

て、県民の皆様へ説明する機会を設けたいとの依頼がありました。 
これを受けて、県としましては、原子力規制庁から新規制基準への適合審査の結果等、内

閣府から原子力災害対策、資源エネルギー庁からエネルギー政策について、国から県民の皆
様に直接説明していただく会を下記のとおり開催することとしました。 

記 

１ 説明会概要 ※日時、会場等の一覧は次ページに記載 
(１) 日時  令和６年７月 15 日(月・祝)ほか全７回  13：30～17：00(13:00 開場) 

(２) 参加形式 

 

７月 15 日説明会 

①本会場への来場による参加 
②Zoom によるオンラインでの参加 
③サテライト会場への来場による参加 
※いずれの参加形式でも質問が可能です。 

７月 15 日説明会以外 会場への来場による参加 

 
２ 参加申込み 

○ 参加は、新潟県内在住の方に限らせていただきます。参加は無料で先着順です。 
○ ７月 15 日説明会は、事前の参加申込みが必要です。７月 15 日説明会以外は、事前

の参加申込みは不要ですので、直接会場にお越しください。 
 

【７月 15 日説明会の申込方法】 
ホームページからお申込みください。 
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/r6kenminsetsumeikai.html 
 
※ホームページをご覧になれない方は 

025-282-1696（電話）にご連絡ください。 
 
 
３ 説明内容 ※各会場の説明内容は同じです。 
 ○ 原 子 力 規 制 庁：柏崎刈羽原子力発電所７号機の新規制基準適合性審査の結果等 

について 
○ 内   閣   府：柏崎刈羽地域における原子力防災の取組と国の支援体制の検討 

状況について 
○ 資源エネルギー庁：国のエネルギー政策について 

 
４ 取材について 

 ○ 取材の受付は、当日の説明会開始の 30 分前からです。取材を希望する方は、説明

会開始前に会場の受付で所属及び氏名を記入してから入場してください。 

 ○ 撮影位置や取材方法は、現地の係員の指示に従ってください。 

 ○ サテライト会場での取材はできません。 

 
５ その他 
 ○ 悪天候等により中止となる場合は、県ホームページでお知らせします。 



 

〔日時、会場等の一覧〕 

 

 日時 参加形式 会場等 定員 申込期限 

長岡会場 ７月 15 日(月・祝)

13:30～17:00 
① 本会場 

ハイブ長岡 特別会議室けやき 

（長岡市千秋 3 丁目 315-11） 
170 名 

７月８日(月) 

12:00 

② ｵﾝﾗｲﾝ 
Zoom によるオンライン参加 

 (参加方法は申込後に御案内) 
300 名 

③ 

サテライト 

会場への来場 

(Zoom 配信を

投影) 

〔７か所〕 

新潟市役所 ３階対策室２・３ 

(新潟市中央区学校町通 1番町 602-1) 
84 名 

金井コミュニティセンター 大会議室 

（佐渡市千種 240 番地） 
30 名 

魚沼市役所 本庁舎１階市民ロビー 

（魚沼市小出島 910 番地） 
50 名 

南魚沼市役所 302 会議室 

（南魚沼市六日町 180-1） 
30 名 

湯沢町役場 大会議室 

（湯沢町大字神立 300 番地） 
15 名 

津南町役場 大会議室 

（津南町大字下船渡戊 585 番地） 
15 名 

刈羽村役場 多目的室 

（刈羽村大字割町新田 215 番地 1） 
30 名 

十日町会場 
７月 20 日（土） 

13:30～17:00 
会場 

クロステン十日町 中ホール 

（十日町市本町六の一丁目 71-26） 
70 名 

 

 

 

 

 

申込み不要 

小千谷会場 
７月 21 日（日） 

13:30～17:00 
会場 

総合産業会館サンプラザ 大ホール 

（小千谷市城内 1-8-25） 
70 名 

見附会場 
７月 27 日（土） 

13:30～17:00 
会場 

見附市文化ホール 小ホール 

（見附市昭和町 2-1-1） 
150 名 

上越会場 
７月 28 日（日） 

13:30～17:00 
会場 

上越市市民プラザ 第一会議室 

（上越市土橋 2554） 
50 名 

燕会場 
８月４日（日） 

13:30～17:00 
会場 

燕市中央公民館 中ホール 

（燕市水道町 1-3-28） 
50 名 

出雲崎会場 
８月 10 日（土） 

13:30～17:00 
会場 

出雲崎町中央公民館 講堂 

（出雲崎町米田 281-1） 
50 名 

 
 

○本件についてのお問い合わせ先       ○申込先 

原子力安全調整監 飯吉           原子力安全対策係 

(直通)025-282-1693 (内線)6460       (直通)025-282-1696 



 
 

 

 

 

令 和 ６ 年 ７ 月 ３ 日 

防災局原子力安全対策課 

 

原子力災害を想定した航空機避難訓練・船舶避難訓練を実施します 

 

県では、原子力災害広域避難計画の実効性を高めるとともに、原子力災害発生時に

備えた対応力のさらなる向上を図るため、航空機避難訓練・船舶避難訓練を下記のと

おり実施します。 

 

記 

１ 日  程 

令和６年８月 24日(土) ※ 時間調整中 

 

２ 場  所 

【航空機避難訓練】 鯖石川改修記念公園、柏崎港 

【船舶避難訓練 】 柏崎港、直江津港、高浜漁港、寺泊港 

 

３ 参加予定人数 

   約 200名(うち住民参加 30名程度) 

 

４ 参加機関 

県、柏崎市、陸上自衛隊、海上自衛隊、第九管区海上保安本部など 

 

５ 内  容 

柏崎刈羽原子力発電所での事故及び地震等により柏崎市内で孤立地域が発生した

場合を想定し、航空機（ヘリコプター）及び船舶を使用した住民避難訓練を実施し

ます。 

 

６ そ の 他 

詳細について、現在、柏崎市・関係機関と調整中であることから、訓練内容に係

る説明については、８月中旬をめどに別途ご案内いたします。 

 

本件についてのお問い合せ先 

 原子力安全対策課 高橋(雄)、諏訪 

 （直通）025-282-1695 （内線）6456 

 

新潟県報道資料 


